
 

 

 

千福ニュータウン団地施設管理組合 

規約 
及び 

使用細則 
 

《目次》 

 

規 約 

第 １ 章 総 則 

第 ２ 章 管 理 

第 １ 節 総 則 

第 ２ 節 費用の負担 

第 ３ 章 管 理 組 合 

第 １ 節 組 合 員 

第 ２ 節 管理組合の業務 

第 ３ 節 役 員 

第 ４ 節 総 会 

第 ５ 節 理 事 会 

第 ４ 章 会 計 

第 ５ 章 特 則 

第 ６ 章 雑 則 

付則 

 

 

使 用 細 則 

第 １ 章 総 則 

第 ２ 章 施 設 

第 ３ 章 雑 則 

付則 

 

 

令和 5 年５月 2１日改定 

  



 

- 1 - 

千福ニュータウン団地施設管理組合 

規約 

第１章 総則 

 

第 1 条 目的 

この規約は、千福ニュータウン、ファイブハンドレッドクラブ及び 500フォレストの団地施設で

ある汚水処理施設（以下「施設」という。）の管理及び使用に関する事項等について定めることに

より、施設の良好な環境を維持し、かつ運営することを目的とする。 

第２条 規約等の遵守義務 

組合員（第１４条に定める資格を有する者をいう。以下同じ。）は、前条に定める目的を達成する

ため、この規約及び使用細則（以下総称して「規約等」という。）並びにその他必要に応じて決め

る規範等を誠実に遵守しなければならない。 

第３条 施設の範囲 

施設の範囲は、別紙に記載された建物、設備、汚水管とする。汚水管には、組合員の所有地内の中

継桝から本管までの接続汚水管も含む。 

第４条 規約等の効力 

１．規約等は、組合員の条件を承継した者に対しても、その効力を有する。 

２．組合員から土地、又は土地及び建物を貸与された第三者は、施設の使用方法につき、組合員が

規約等に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 

第５条 管理組合 

１．組合員は、第１条に定める目的を達成するため、組合員全員をもって千福ニュータウン団地施

設管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。 

２．管理組合は、その所有の特殊性から「建物の区分所有等に関する法律（以下、「区分所有法」

という）」の適用を受け、同法で規定されている部分については、それに則って業務を行う。 

３．管理組合は、事務所を裾野市千福が丘区内に置く。その所在地については、別に理事会で定め

るところとする。 

４．管理組合の業務及び組織等については、第３章に定めるところによる。 

５．管理組合は、第 1 条の目的を達成するために、この規約及び第 5 条 2 項の区分所有法の範囲

内で、千福が丘区自治会（以下、「自治会」という。）に参画することができる。 

第６条 施設の所有権及び処分 

１．施設（第 3 条に定める）は、組合員全員の共有とする。 

２．組合員は、共有持分の分割請求及び単独処分ができない。 

第２章 管理 

第１節 総則 

第７条 組合員の責務 

組合員は、施設について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な運用を行うように

務めなければならない。 

第８条 施設の管理に関する責任と負担 

施設の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。 

ただし、組合員の専有部分については、組合員がその責任と負担においてこれを行わなければなら

ない。 

第９条 必要箇所への立ち入り 

前条により、組合員は、管理組合が管理を行うために必要な範囲内において、組合員の所有する土
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地建物への立ち入りを予め承諾するものとする。 

第１０条 損害保険 

１．組合員は、施設に関し、管理組合が火災保険、その他の損害保険の契約を締結することを承認

する。 

２．理事長（第２４条に定める理事長をいう。）は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領

を行う。 

第２節 費用の負担 

第１１条 管理費等 

１．組合員は、施設の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下総称して「管理費等」とい

う。）を管理組合に納入しなければならない。 

（１）施設維持管理費 

（２）加入金 

２．管理費等の額については、使用細則で定める利用口数に応じて算出する。 

３．管理費等に不足が生じた場合、管理組合は組合員に対し、施設維持管理費の負担割合に応じ、

その都度必要な金額の負担を求めることができる。この場合、第 32 条第 3 項、及び第 33条

第 1 項第 8号を適用する。 

第１２条 施設維持管理費 

施設維持管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する費用に充当する。 

（１）施設の保守維持費及び運転費 

（２）備品費及び管理組合運営費 

（３）施設に係わる火災保険料、その他の損害保険料 

（４）経常的な補修費 

（５）施設の改良・改善に要する費用 

（６）管理委託手数料 

（７）前各号のほか施設の通常の管理に要する費用 

（８）その他、総会において出席組合員の議決権の３分の２以上の賛成をもって承認された施設維

持管理費用 

第１３条 施設大修理充当金 

１．管理組合は、加入金を施設大修理充当金として積み立てるものとする。 

２．施設大修理充当金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り

崩すことができる。 

（１）一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

（２）不測の事故又はその他特別の事由により必要となる修繕 

（３）施設の変更又は処分 

（４）その他、総会において出席組合員の議決権の４分の３以上の賛成をもって承認された施

設修理費用 

３．施設大修理充当金については、施設維持管理費とは区分して経理しなければならない。ただし

同条第 2 項の工事に伴う関連工事、追加工事、運用費用等については施設維持管理費からも

充当することができる。 

第３章 管理組合 

第１節 組合員 

第１４条 組合員 

組合員とは、千福ニュータウンに土地を所有する者（個人、企業、学校等を含む）、 

ファイブハンドレッドクラブを営む者及び 500フォレストの所有者をいう。複数の所有者による

共有名義の土地については、その所有者の内の誰を組合員とするか、書面により管理組合に届け出
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なければならない。 

第１５条 継承義務 

１．組合員が土地建物を譲渡する場合には、譲受人に規約等の内容を承継させる。 

２．組合員が土地建物を第三者に貸与する場合には、規約等の内容を承諾させる。 

第１６条 届出義務 

１．新たに組合員の資格を取得又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に 

届け出なければならない。 

２．土地、又は土地及び建物を貸与、又は貸与を止めた組合員は、直ちにその旨を書面により管理

組合に届け出なければならない。 

第１７条 資格喪失及び脱退 

組合員は、第１４条の資格を喪失したとき、管理組合から当然に脱退する。 

第２節 管理組合の業務 

第１８条 業務 

１．管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う 

（１）施設の維持管理及び運営業務 

（２）施設に係わる火災保険、その他の損害保険に関する業務 

（３）施設（敷地を除く）の変更及び処分 

（４）（ア）管理組合の運営に関する業務 

（イ）管理組合の会計に関する業務 

（５）総会及び理事会において決議した業務 

（６）前各号のほか第１条に掲げる目的に沿った業務 

２．管理組合は、前項の業務を遂行するため、若干名の職員を置くことができる。 

第１９条 業務の委託等 

１．管理組合は、第 18 条 1 項に定める業務の一部を、第三者に、又は管理組合の全額出資によ

る法人（以下単に「法人」という。）を設立してこれに請け負わせることができる。ただし、

第 18 条 1 項 3号および 4 号アについては委託等はできない。 

２．法人の総会等 

（１）法人は、管理組合の定期総会までに定期株主総会を開く。なお管理組合は、臨時総会を

開催する場合、必要に応じてそれ以前に法人の臨時株主総会の開催を要求することがで

きる。 

（２）法人の総会の議決権は、理事会の決議を経て、全組合員を代表して理事長が行使する。 

（３）法人の役員は、理事会の決議を経て理事長が選任する。 

（４）理事長は法人の代表者を兼ねることはできない。 

（５）法人に対する会社法等関係法規上の株主等としての権利は、理事会の決議を経て理事長

が行使する。 

（６）（ア）法人の役員は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

（イ）理事長は、法人の役員に対し、理事会への出席及び説明を求めることができる。 

（７）法人は、町内会の業務の一部を請け負うことができる。 

第３節 役員 

第２０条 役員 

１．管理組合の役員は、理事 7 名以内（最少 4 名）、監事 2 名（最少 1 名）、副理事 3 名以内と

する。 

２．役員は、組合員又は組合員から書面により役員の就任及び総会における議決権等の代理行使を

各委任され、団地内に現に居住するその家族でなければならない。 

３．役員が組合員の資格を喪失した場合、その役員は当然役員の地位を失う。 
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４．理事長、副理事長は、理事の互選により選任する。任期期間中の理事長、副理事長の辞任又は

解任による後任の理事長、副理事長の選任も同様とする。 

第２１条 役員の任期と選出方法 

１．役員の任期は、当該定期総会開催の日から翌々年の定期総会開催の前日までの 2年間とする。

ただし、再任を妨げない。 

２．任期満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員の選出、就任までの間、引き続きその

職務を行う。 

３．役員の候補者は、理事会の推薦又は公募により選出し、総会で役員として承認する。なお、公

募による候補者としての選出については、理事会の承認を要する。 

４．役員に欠員が生じたとき（第 20 条 1 項の最少員数を満たすが補充の必要がある場合も含む）

は、第 21 条 3 項の総会の承認に代えて理事会の承認を経て補充できる。その補充の役員の

任期は、前任の役員の残任期間とする。 

第２２条 役員の義務及び役員の解任 

１．役員は関係法令、規約等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のために、誠実にその職

務を遂行するものとし、管理組合並びに第 19 条で規定する法人に不利益なことを行っては

ならない。 

２．役員が同条第 1 項に違反した場合、管理組合は、理事会で当該役員を除く出席役員（監事を

含む）の 3 分の 2 以上の賛成を以って解任することができる。またその旨を回覧掲示板等に

よって組合員に通知することができる。 

３．役員は役員間の互選により、自治会の運営委員を選出する。 

第２３条 役員の報酬 

管理組合は、総会の決議を得たとき、役員に対し、その職務に対する報酬の支払いを行うことがで

きる。 

第２４条 理事長 

１．理事長は、管理組合を代表し、その業務を総括するほか、規約等並びに総会及び理事会の決議

に基づいて管理組合の業務を執行する。 

２．理事長が執行する管理組合の業務に関して発生した債権及び債務は、組合員全員に及ぶ。 

３．理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関

する報告をしなければならない。 

４．理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任することができる。この

承認決議は、議事録に記録しなければならない。 

第２５条 副理事長 

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは

その職務を行う。 

第２６条 理事、副理事 

１．理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い管理組合の業務を担当する。 

２．会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用及び支出等の会計業務を行う。 

３．副理事は、理事が担当する業務を補佐し、理事会に出席して意見を述べることができる。ただ

し、理事会の議決権は有しない。 

第２７条 監事 

１．監事は、管理組合の業務の執行状況及び財産の状況を監査し、その結果を総会において報告し

なければならない。 

２．監事は、管理組合の業務の執行状況及び財産の状況について不正があると認めたときは、臨時

総会を招集することができる。 

３．監事は理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。但し、規約に特段の明示が
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ない限り、議決権はないものとする。 

第４節 総会 

第２８条 総会 

１．管理組合の総会は、組合員全員で組織する。 

２．総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 

３．理事長は、定期総会を毎年度１回、５月末日までに招集しなければならない 

４．理事長は、次の各号に掲げる場合に、臨時総会を招集する。 

（１）理事会が必要と認めたとき。 

（２）組合員総数の 5 分の 1 以上かつ議決権総数の 5 分の 1 以上を有する組合員から、会議

の目的を示して要求を受けたとき。 

５．総会の議長及び書記は、総会において組合員の中から選出する。 

第２９条 招集手続 

１．総会を招集するには、総会予定日の 2 週間以上前までに、会議の日時、場所及び議案を示し

て、組合員に通知を発し、かつ、同通知の内容を管理組合事務所前の掲示板に掲示しなければ

ならない。 

２．同条第 1 項の通知は、組合員の住所地又は組合員が書面により届出をした通知場所宛に発す

るものとする。ただし、その通知が到達せず、かつ、その通知場所の届出のない者に対しては、

前項の掲示をもって、これに代えることができる。 

第３０条 出席資格 

１．組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席し、意見を述べることができる。この

意見は、議案の内容に関連するものに限る。 

２．総会席上で議事の進行を著しく妨げた者に対して、議長は、その者の退席を命じることができ

る。その経緯については議事録に記載しなければならない。 

第３１条 議決権 

１．組合員は、施設の利用口数に基づき、利用口数１口につき、１個の議決権を有するものとする。 

２．組合員は、議決権行使を明示した書面によって、又は議決権の代理行使を明示した書面提出に

よる代理人によって、議決権を行使することができる。 

３．前項の代理行使の規定は、組合員の家族又は他の組合員に対し議決権の代理行使を委任する場

合も含む。 

第３２条 総会の会議及び議事 

１．総会は、第 31条 1 項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員の出席（第 31 条 2項

および 3 項の書面による議決権行使者を含む）により成立する。 

２．総会の議事は、規約に別段の定めがない限り、出席組合員の議決権の過半数をもって決し、可

否同数の場合においては、議長の決するところによる。この議決においては、議長は、第 31

条による代理人としての議決権行使を除いて、組合員として議決に加わる権利を有しない。 

３．第３３条第１号、同第５号、同第６号、同 7号、同 8号に掲げる事項に関する総会の議決は、

組合員総数及び議決権総数の各４分の３以上の多数をもって決する特別多数決議による。 

４．総会においては、第２９条第１項の規定により予め通知した事項についてのみ、決議すること

ができる。ただし、前項の特別多数決議事項を除き、第２項に定める議決により緊急決議もや

むを得ないと認めた事項については、この限りでない。 

第３３条 議決事項 

次の各号に掲げる事項は、総会の決議（＊印については、前条第３項による特別多数決議）を経な

ければならない。 

（１）管理組合の規約の設定、変更又は廃止（＊） 

（２）管理組合の収支決算の承認、収支予算の決定若しくは変更。 

（３）役員の承認 
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（４）役員の報酬の決定又は変更 

（５）施設（敷地を除く）全体の寄付、移管又は撤去に関すること（＊） 

（６）管理組合の解散（第４４条第１項の解散を除く）に関すること（＊） 

（７）管理組合の解散に伴う残余財産及び負債の処分（＊） 

（８）管理費等の不足分を補うための追加徴収（＊） 

第３４条 議事録の作成、保管等 

１．総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。 

２．議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する 2 名の総会

に出席した理事又は組合員がこれに署名しなければならない。 

３．理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったと

きは、議事録を閲覧、謄写させなければならない。 

第５節 理事会 

第３５条 理事会 

１．理事会は、理事をもって構成する。 

２．理事会の議長は、理事長が務める。 

第３６条 招集 

１．理事会は、次の各号に掲げる場合に、理事長が招集して開かれる。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事の過半数以上の要求があるとき。 

２．理事会の招集手続きについては、第２９条第１項（ただし、掲示に関する部分を除く）の規定

を準用する。ただし、理事会において、別段の定めをすることができる。 

第３７条 理事会の会議及び議事 

１．理事会は、理事の過半数以上の出席により成立する。 

２．理事会の議事は、議長を含む出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合においては、議

長の決するところによる。 

第３８条 議決事項 

１．次の各号に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。 

（１）収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 

（２）規約等の設定、変更又は廃止に関する案 

（３）その他の総会提出議案 

（４）総会から付託された事項 

（５）施設の管理及び管理組合の運営に関する重要な事項 

（６）法人の役員の選任及び法人に対する株主等としての権利行使 

（７）管理費等未納の組合員に対する訴えの提起、その他の法的措置の行使 

２．理事会の議事録については、第３４条を準用する。 

第４章 会計 

第３９条 会計年度 

管理組合の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第４０条 管理費等の徴収 

１．管理組合は、管理費等について、第４２条に定める管理組合の預金口座等に受け入れることと

する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては、別に定めるところに

よる。 

２．（１）組合員が定められた期限までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、当

該組合員に対し、その未払金額について、年１０パーセントの割合による遅延損害金及

び督促・徴収の諸費用を加算し、請求することができる。（使用細則第９条参照） 
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（２）前号の請求した遅延損害金及び督促・徴収の諸費用に相当する収納金は、第１２条に定

める費用に充当する。 

３．管理組合は、同条第 2 項１号に定める請求に従わない組合員に対し、理事会の決議により、

訴えの提起、その他の法的措置をとることができる。 

４．組合員は資格を喪失した場合、管理組合に対し、既に納入した管理費等の払い戻しを請求する

ことはできない。ただし、使用細則で定める前納した施設維持管理費（１か月未満の部分は、

切り捨てる）については、この限りでない。 

第４１条 施設維持管理費の余剰の措置 

収支決算の結果、施設維持管理費に余剰を生じた場合、その余剰は、翌年度における費用に充当す

る。ただし、その余剰の一部を施設大修理充当金として積み立てることができる。 

第４２条 預金口座等の開設 

管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座等を開設する。 

第４３条 帳票類の作成、保管 

理事長は、会計帳簿、備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利

害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。こ

の場合において、理事長は、閲覧につき相当の日時及び場所を指定することができる。 

第５章 特則 

第４４条 解散 

１．管理組合は、施設を地方公共団体等に移管した場合、又は公共下水道の完備により施設が不要

となった場合には、当然解散となる。 

２．前項により、施設が不要となった場合には、管理組合においてこれを収去し、返還すべき敷地

をその所有者に返還する。 

３．同条第 2 項のほかに残余財産が存する場合には、その処分は、第 33 条 7 号により総会の決

議を経て、理事会が組合員の共同の利益を考慮して行う。 

４．同条第 3 項により処分の費用等が残余資産の総額を上回って負債が生じた場合は、その負債

額を組合員が口数に応じて負担する。 

５．同条第 1 項の施設を移管した場合についてはその移管の業務が完了した時点において、又は

同項の施設が不要となった場合については前項の残余財産の処分が完了した時点において、

規約等はその効力を失う。 

第６章 雑則 

第４５条 使用細則、規範の設定 

１．管理組合は、規約に定めなき事項について、管理組合の業務遂行に必要な使用細則・規範を定

めることができる。 

２．管理組合は、規約に定めなき事項について、管理組合の業務遂行に必要な使用細則・規範を定

めることができる。 

（１）施設が使用できなくなるなど非常の場合に備える緊急時対応規範 

（２）その他必要な規範 

第４６条 規約等原本 

１．規約及び使用細則を証するために、全役員が署名した規約及び使用細則を各１通作成し、これ

らを規約等原本とする。 

２．規約等原本は理事長が保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があった

ときは、これを閲覧させなければならない。 
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付則 

 

規約の発効 

第１条この規約は、平成３年４月１から効力を発する。 

 

組合の成立 

第２条管理組合は、平成３年２月１７日に成立したものとする。 

 

規約の改定 

第３条第１次改定平成７年４月１日施行 

第２次改定平成９年４月１日施行 

第３次改定平成１１年４月１日施行 

第４次改定平成１６年５月１６日施行 

第５次改定平成１９年６月１日施行 

第６次改定平成２２年６月１日施行 

第７次改定平成２３年６月１日施行 

第８次改定平成２４年１２月２３日施行 

第９次改定平成２５年１０月１日施行 

第１０次改定平成２６年５月１８日施行 

第１１次改定平成２７年６月１日施行 

第１２次改定平成２９年５月１４日施行 

第１３次改定平成３０年５月１３日施行 

第１４次改定令和３年４月１１日施行 

第１5 次改定令和 5年５月 2１日施行 
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千福ニュータウン団地施設管理組合 

使用細則 

 

千福ニュータウン団地施設管理組合（以下「管理組合」という）は、規約第 45 条第１項に基づき、

この使用細則を定める。 

第１章 総則 

第１条 基本原則 

組合員は、施設の利用にあたり、施設が組合員全員のための施設として管理組合が管理 

していることを認識し、互いに迷惑をかけないものとする。 

第２章 施設 

第２条 施設の利用申込み 

組合員は、施設の利用開始にあたり、事前に、利用申込書を管理組合に提出し、その承認を受け

るものとする。ただし、建物の新築、増築、改築等をする場合（施設の利用継続中にそれらをす

る場合も含む。）には、事前に、まず排水設備等の設置に関する計画確認申請の書面を管理組合

に提出し、その確認を受け、その後に利用申込書を管理組合に提出し、その承認を受けるものと

する。この場合、管理組合の求めがあったときは、組合員は、管理組合に建築確認を受けた書類

を提示し、その写しを提出する。 

第３条 汚水中継桝の設置義務 

組合員は、自己の所有地内に必ず汚水中継桝を設置しなければならない。汚水中継桝の設置場

所は、原則として汚水本管敷設の公道接道面からの距離を１メートル以内とする。 

第４条 施設の維持管理区分 

１．施設の維持管理並びにこれに伴う清掃及び修理の区分は、次の各号のとおりとする。 

（１）組合員は、自己の所有地内の汚水中継桝及び汚水中継桝から建物までの汚水管（組合

員専有部分）を、自己の責任と負担において設備し、維持管理する。 

（２）管理組合は、前号以外の共有部分（汚水中継桝から汚水本管までの接続汚水管を含む）

を、その責任と負担において維持管理する。 

２．組合員は、汚水中継桝の上部に構築物を築造し、植栽をし、又は物品等を設置しないものと

する。 

３．組合員が前項に違反し、管理組合から施設の維持管理の必要上、その違反物の撤去、除去等

を求められたのに応じないときは、管理組合は、当該組合員に代わって、その撤去、除去、

その他必要な工事を行うことができる。そのために要した一切の費用は、当該組合員の負担

とする。 

第５条 遵守事項 

１．組合員は、施設の利用にあたり、次の各号を遵守しなければならない。 

（１）組合員は、施設に、雑排水及び人の糞尿を放流するものとし、その他の汚水及び雨水

等を、放流してはならない。 

（２）組合員は、汚水中継桝の移設又は改造を行う場合は、事前に、管理組合に、配管勾配

等を記載した市に提出する書面に準ずる図面等を提出し、管理組合の認可を受けるも

のとする。この場合、組合員は、工事完成後、認可料として、金６,０００円を管理組

合に支払う。なお、汚水中継桝の増設は認めない。 

２．汚水中継桝の新設に伴う前条第１項第２号の接続汚水管の敷設工事にかかる費用及び汚水

中継桝の移設、改造に伴い必要となる同条同項同号の接続汚水管の移設等の工事にかかる

費用については、当該組合員の負担とする。 

第６条 放流禁止品目 

組合員は、施設に次の品目を放流してはならない。 
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（１）溶解性トイレットペーパー以外の紙 

（２）ゴム及びプラスチック類 

（３）綿及び麻等の繊維製品 

（４）たばこの吸殻 

（５）マッチの軸等の固形物 

（６）水銀、鉄及び銅等の金属類並びに陶器類 

（７）毒物、劇物、農薬、塗料、油類等及び管理組合指定以外の薬品（便器等の清掃用薬剤は、

定められた用法、用量に従って使用すること） 

（８）人の糞尿以外の糞尿 

（９）生理用品及びオムツ 

（10）その他、施設に支障をきたすもの 

第７条 施設の利用口数 

１．施設の利用口数は、次の各号のとおりとする。 

（１）（ア）組合員の所有する土地に建つ個人専用住宅及びこれに類似すると管理組合が認め

る建物は、原則として 1戸を１口とする。なお、その建物が複数区画の土地に跨

って建つ場合も、同じとする。 

（イ）組合員の所有する土地に建つ個人の住居と店舗、事務所等の兼用住宅で、非居住

部分の床面積が、５０平方メートル以下かつ建物の延べ面積の２分の１未満の建

物及びこれに類似すると管理組合が認める建物は、原則として１戸を１口とする。

この場合、前アのなお書きを準用する。 

（２）組合員の所有する土地に建つ集合住宅及びこれに類似すると管理組合が認める建物は、

原則として住戸戸数を口数とする。この場合、前号アのなお書きを準用する。 

（３）施設を利用していない専用住宅用の区画の土地は、１区画を１口とする。 

（４）前各号のほかは、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算

定基準（ＪＩＳＡ３３０２）」（その変更があったときは、変更後の基準）により算定

した処理対象人員を基に、「処理浄化槽の構造基準・同解説書（（財）日本建築センタ

ー発行）」の「建築用途別計画負荷量」記載の表により算定した汚水量を、１口当たり

１立方メートルで除したものを口数とする。なお、小数点以下は、切り上げて１口と

する。 

２．組合員から管理組合に対し、書面により利用口数の変更の申し出があった場合は、管理組合

が施設の処理能力（後記註*）、利用状況、利用の経緯等を踏まえて、その許否をする。 

ただし、施設の総計画汚水量の最大値を超える場合又は将来においてその恐れがある場合

は、利用口数の増加変更の申し出を許可しない。 

［註＊・施設の処理能力＝施設の総計画汚水量は、汚水処理場（１丁目所在）の建設時の県

からの許可水量で決まり、最大日量（以下同じ。）１,６５１立方メートルである。 

この数値は、同処理場以外の住友金属鉱山浄化槽（６０立方メートル）への接続分を含まな

いものである。］ 

第８条 施設維持管理費 

１．組合員は、施設維持管理費を利用口数１口当たり月額金４,０００円とし、原則として毎年

１月、４月、７月、１０月に規約第４２条の管理組合指定の預金口座等に振り込む方法によ

り、２か月分の前納を含め３か月分ずつ納入するものとする。 

２．施設を利用していない区画の土地の場合及び月単位以上で居住しない建物の場合について

は、前項の規定にかかわらず、当該組合員は、書面による申請をし、施設を利用しない期間

のみ、施設維持管理費を利用口数１口当たり月額金１,０００円とし、原則として年額金１

万２,０００円を、毎年４月に前項のとおり納入するものとする。 

３．施設維持管理費は、毎月１日から起算するものとする。なお、組合員が月の途中に施設の利

用を開始した場合でも、当該月は１か月分を負担するものとする。 
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４．管理組合は、土地建物の売買などにより特定継承した譲受人に対し、譲渡人の施設維持管理

費の滞納金を請求することができる。 

第９条 施設維持管理費滞納者への対応 

１．施設維持管理費の請求期間の月末までに納入が確認されない場合を「滞納」とする。 

２．滞納した対象者（滞納者）には、３ヶ月に１回「請求書」を送付する。 

３．非居住者が滞納した場合は、年に１回「請求書」を送付する。 

４．請求額は所定請求額に年１０％の割合による遅延損害金を加算した額とする。 

５．次のいずれかに該当する者は、弁護士に対応を依頼する。 

（１）施設維持管理費の滞納額が１年分以上となる滞納者で、２ヶ月以上連絡・入金がない。 

（２）滞納額が２年分以上である。 

６．弁護士対応を行った滞納者への請求額は、弁護士費用を加算した額とする。すなわち対応着

手時点での遅延損害金を加算した請求額（示談交渉額）と弁護士費用（示談交渉額の２４％）

を加算した金額を請求額とする。 

【弁護士費用は、対応着手時に示談交渉額（請求額）の８％。示談成立時に対象額（残額）

の１６％】 

７．示談が成立しない場合は少額訴訟を検討する。 

第１０条 施設大修理充当金 

１．組合員は、管理組合加入時に、加入金として、利用口数１口当たり金１０万円を管理組合に

納入しなければならない。ただし、既に加入金が納入されている土地建物に関してはこの限

りでない。 

２．利用口数の変更により利用口数が増加したときは、その組合員は、加入金として、増加した

利用口数１口当たり金１０万円を管理組合に納入しなければならない。 

３．利用口数の変更により利用口数が減少したときは、その組合員は、減少した利用口数分に相

当する納入済みの加入金（ただし、施設維持管理費の滞納金がある場合は、その滞納金の支

払に充当したものとするその額を控除した残金とする。）の返還を受けることができる。 

４．施設を利用していない区画の土地を所有し、同土地に建物を建築する計画を有しないなど

施設利用意思のない組合員は、その旨を書面により管理組合に届け出て、管理組合の許可を

得たとき、納入済みの加入金（ただし、施設維持管理費の滞納金がある場合は、その滞納金

の支払に充当したものとするその額を控除した残金とする。）の返還を受けることができる。 

この場合、その返還を受けた時点で、その組合員は、同土地に関しては組合員の資格を喪失

し、同時に汚水中継桝を閉鎖する。 

第３章 雑則 

第１１条 原因者負担 

施設が組合員又は第三者の責による事由で損傷した場合は、原因者の負担において修復するも

のとする。 

第１２条 罰則 

組合員がこの使用細則に違反した場合、管理組合は、その組合員に対し、施設の利用を禁止する

こと又は組合員の資格を喪失させることができるとともに、それによって被る損害の賠償を請

求することができる。 

第１３条 その他 

この使用細則に定めのない事項については、理事会において誠意をもって解決し、その内容等

については、理事会の判断により組合員に知らせるものとする。 

 

 

 

 



 

細則-4- 

《付則》 

この使用細則は、平成 19 年 6 月 1 日から適用する。 

第 1 次改正平成 21年 6 月 1 日施行 

第 2 次改正平成 22年 6 月 1 日施行 

第 3 次改正平成 23年 6 月 1 日施行 

第 4 次改正平成 24年 12 月 23 日施行 

第 5 次改正平成 25年 10 月 1 日施行 

第 6 次改正平成 26年 5 月 18 日施行 

第 7 次改正平成 27年 6 月 1 日施行 

第 8 次改正平成 29年 5 月 14 日施行 

第 9 次改正令和 3年４月 1１日施行 

 

 

［参考］ 

１．建築物の用途別による、し尿浄化槽処理対象人員算定基準建築基準法施行令第 32条 

第 1 項の規定に基づく処理対象人員の算定は、日本工業規格 JIS-A3302-2000 に 

定めるところによるものとする。 

２．計画平均汚水量の算定 

日平均汚水量の算定は、上記により求めた処理対象人員１人当たり 200㍑を乗じた 

水量とする。ただし、用途により算出が困難な場合は、給水量から算定する。 
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別紙施設の表示 

 

汚水処理施設 

（１）所在 

①管理棟及び汚水処理棟（土地：東急） 

イ．所在静岡県裾野市千福が丘１丁目２３番１ほか 

ロ．面積２，１４１㎡ 

②第１中継ポンプ場（土地：東急） 

イ．所在静岡県裾野市千福が丘１丁目１番１ 

ロ．面積１２0 ㎡ 

③新第２中継ポンプ場（土地：生活サポート） 

イ．所在静岡県裾野市千福が丘４丁目１３番４７ 

ロ．面積１８㎡ 

④第３中継ポンプ場（土地：生活サポート） 

イ．所在静岡県裾野市千福が丘４丁目２０番３９ 

ロ．面積８１．５２㎡ 

⑤汚水処理施設（土地：住友金属鉱山の敷地内） 

イ．所在静岡県裾野市千福が丘４丁目２１ 

⑥圧送管敷地 

イ．所在静岡県裾野市千福が丘４丁目１０番６ 

ロ．面積１１９㎡ 

（２）建物 

①管理棟 

イ．構造鉄筋コンクリート造平家建 

ロ．面積１７２．８㎡ 

②汚水処理棟 

イ．構造鉄筋コンクリート造平家建 

ロ．面積１，２２０㎡ 

（３）設備 

①集中浄化装置内機械設備一式 

②中継ポンプ場内機械設備一式 

③住友金属鉱山浄化槽設備一式 

（４）汚水管等 

①汚水中継桝から集中浄化装置まで 

②集中浄化装置から放流河川まで 

③ポンプ場から圧送管 

④住友金属鉱山浄化槽から側溝口まで 

 

－以上－ 


